
28 Proc　Jpn　Pig　Vet　Soc　No.83　2024

トピック

獣医学教育改革と獣医師の将来

髙　井　伸　二
（NPO法人獣医学教育支援機構 理事長）

Takai, S. (2024). Changing the veterinary education and the future of veterinarian in Japan. 

Proc. Jpn. Pig Vet. Soc. 83, 28-35.

キーワード：獣医師、獣医学教育改革、獣医学共用試
験

１．はじめに
日本の獣医学教育体制が４年制教育から修士積上６

年制（１９７８年）を経て６年制一貫教育（１９８６年）に移
行し４０年以上が経過した。この間には様々な活動が
あったが、本稿では、２００８年に始まった文部科学省
「獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会
議」（以下、協力者会議）による獣医学教育の改革の概
要を、共用試験を中心に解説し、現在の獣医師の職域
偏在とその行く末についても考察する。

２．共用試験とは違法性の阻却のための共通の学
生評価システム
医・歯学教育改善・充実の一環として文部科学省

「医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会
議」は２００１年３月に「２１世紀における医学・歯学教育
の改善方針について」を提案した 3)。改善の大きな２本
柱は「モデル・コア・カリキュラム」に基づいた教育
カリキュラムの改革と「共用試験」と「診療参加型臨
床実習」の実施であった。全国の医学部・歯学部が組
織する医療系大学間共用試験実施評価機構による「共
用試験」が２００５年から始まった 2)。
医学教育における共用試験導入の流れを解説する。

医師法第１７条で無免許医業罪がもうけられているが、
医学生の医行為も、その目的・手段・方法が、社会通
念から見て相当であり、医師の医行為と同程度の安全
性が確保される限度であれば基本的に違法性はない。
その違法性阻却の条件として、①侵襲性のそれほど高
くない一定のものに限られること、②指導医による指
導・監督の下に行われること、③臨床実習にあたり事
前に医学生の評価を行うこと、④患者等の同意を得る
こと、の４点が必要とされた。その全国的に一定の水

準を確保するための医学生の共通評価システムが「共
用試験」であり、ここからこの名称が生まれた。
尚、薬学部でも６年制教育が２００６年から始まり、国

会における改正学校教育法及び改正薬剤師法の付帯事
項には「薬学共用試験」と約半年の「薬局・病院実務
実習」の必修化が記された 5)。

３．獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協
力者会議（２００８）の設置
医学・歯学・薬学６年制教育における臨床実習の改
善・充実の流れを見据え、獣医学教育の改善・充実に
関する協力者会議が２００８年に設置された 4)。協力者会
議は２年半の間に１１回の議論を経て、「わが国の獣医
学教育における課題」として、①導入教育の不整備：
獣医師の職域や社会的役割、関連法規、獣医倫理等を
扱う導入教育、②実務教育の不足：基礎・応用・臨床
の全分野を通して講義科目に比べて実習科目の教育内
容が不十分、③新たな分野への対応：学問の進展や社
会ニーズの高まりから新たに必要になった分野は教育
内容・教育体制がともに不十分、④大学間の教育内容
にばらつきがあること等を取り纏めた。
協力者会議は「国際水準の獣医学教育の提供」と

「実践的な獣医師の養成」を目標とし、これら課題の解
決策として５つの改革の方針：①教育研究体制整備、
②モデルコアカリキュラム策定と実施、③分野別第三
者評価の導入と実施、④共用試験導入と実施・参加型
臨床実習の実施、⑤附属家畜病院・実習環境の改善を
取り纏めた第一期報告書を２０１１年３月に答申した。図
１は提言にある改革工程のイメージ図であるが、５つ
の改革の達成時期も定められた。

４．全国大学獣医学関係代表者協議会と獣医学共
用試験（vetCBT、vetOSCE）
ゴールが決められたので、それに向かって走り出し
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た。わが国には当時１６大学（国立１０校、公立１校、私
立５校）で構成される全国大学獣医学関係代表者協議
会（以下、全獣協）がある 7)。獣医学教育の教学面の課
題を協議する会議で、情報交換の場でもある。文科省
の協力者会議の動きに連動し、全獣協では、２００９年に
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム検討委員会、
獣医学共用試験調査委員会等を設置した。諮問・答申・
審議を経て「獣医学共用試験準備委員会」が２０１０年１１
月に設置され、「共用試験実施工程（案）」を２０１１年９月
に承認、２０１６年からの獣医学共用試験実施を決定した。
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長は２０１０

年６月３０日付で「獣医学生の臨床実習における獣医師
法第１７条の適用について」を獣医系大学並びに関係者
に通知し、これにより共用試験合格者は獣医師の指導
の元で獣医療行為を臨床実習として経験することが可
能となる法的条件が揃った。
２０１２年４月からは「獣医学共用試験委員会」が立ち
上がり、１６大学からの委員がvetCBT（後述）小委員
会、vetCBT問題内容検討部会、vetCBT問題フォー
マット・マニュアル小委員会、vetOSCE（後述）準備
小委員会、トライアル実施小委員会、広報委員会の６
小委員会に配置され、２０１６年（平成２８年）度の本格実
施に間に合うように活動が展開された。この間、多く
の関係者による極めて献身的なご尽力があったことを
申し添える。
獣医学共用試験の実施時期は、大学によって獣医学

教育課程の仕組みが異なることから、４年生の後期授

業終了後実施をA日程、５年生前期実施をB日程とし
て、それぞれの大学のカリキュラムとvetCBTの出題
範囲との摺り合わせにより各大学が選択した。
獣医学共用試験の運営は受験料（２５，０００円）による。

現在は全国１７大学、定員１，０７０人であるので、毎年
１，１００人余りからの受験料約２，７５０万円で、問題作成か
ら出題に至るシステム、各委員会運営、試験会場にお
ける立ち会いと模擬患者への支払い、更には事務局運
営費が賄われる。医学や薬学では定員規模が獣医学の
１０倍を超えるので受験料だけで億単位の予算となる。
更に、医学・薬学教育の場合は厚労省からの様々な支
援がある。ちょっと古いが「医師養成過程を通じた医
師偏在対策の推進（医学教育に係る支援）令和２年度
概算要求額２，５４１，４００千円」ではCBT及びOSCEの実
施に対する補助（１，６８３，７５９千円）を臨床実習前に行う
共用試験（CBT、OSCE）等の実施支援・模擬患者
（SP）の養成支援に計上している。一方、獣医学共用
試験事業に対する農水省からの支援はない。この根本
的な違いの原因は医療法の第三十条と獣医療法の第十
条の立て付けの違いにあると考えている。

４．１　獣医学共用試験（vetCBT、vetOSCE）とは
実践的獣医師養成の具体策の一つは「参加型臨床実
習の実施」であった。参加型臨床実習を実施するため
には獣医師法第１７条（獣医師でなければ飼育動物の診
療を業務としてはならない）の違法性の阻却条件とし
て、学生の質保証となる獣医学共用試験の導入が不可
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避であった（先の医師法と同じ）。
共用試験とは、共に用いる試験という意味であり、

この試験問題を全国１７大学が利用し、学生の能力と適
性とが、全国的に見ても一定以上のレベルに達してい
ることを証明するための試験である。この合格者には
合格証（Student Doctor）が機構から授与され、獣医
療行為を含む参加型臨床実習への出席が認められる。

４．２　vetCBT
CBTとは「Computer Based Testing」の略称で、

コンピュータを使った試験方式のことである。４年生
までに学生が修得すべき学習範囲から、基本的・普遍
的獣医学知識を身につけているかを評価する問題が出
題される。問題はモデルコアカリキュラムの達成目標
から出題され、導入基礎分野、病態分野、応用・臨床
分野から各１００問、合計３００問の５肢択一問題である。
試験会場において受験者の前後左右の端末上に同じ

問題が同時に出ることがないよう（カンニングなど不
正行為が出来ないよう）、同じ難易度の問題が６セット
（３００問 × ６）準備され、ランダムに出題される。また、
受験生が試験問題を書き残すことも不正行為にあたる。
受験者は１ブロック /１００問 /７０分の試験を３ブロッ
ク、計３時間半受験する。
CBTの問題作成は日本全国の全ての大学教員が担

当する。開始当初は毎年、各教員が各大学で担当する
講義・実習科目の領域の科目について満遍なく達成目
標を網羅するように、１０問以上を目処にWEB上で問
題作成したが、現在は問題数が少ない達成目標の作問

が依頼される。
CBT問題と獣医師国家試験はともに５肢択一問題

であり、本質的には変わらない。しかし、CBT問題は
事前に試行試験（トライアル：１問につき５０名以上の
学生が解答）によって問題の難易度が調べられ、極度
に難しい或いは易しい問題が外される。つまりCBT
問題は学生が一度回答し、精査された問題であり、こ
の点が機密性の高い獣医師国家試験の問題作成と根本
的に異なる。
CBTは獣医学生の基本知識を評価するためのもの

であるが、難易度は獣医師国家試験の必須問題（７０％
以上で合格）並であろう。試験問題は少数の関係者と
受験生しか見ていないので、理事長といえども比較す
る機会はない。
教員が作成した問題は、まず、精選分科会・委員の
目で確認され、次に受験当該学年のトライアルに出題
される。これまでトライアルは１００問で実施していた
が、精選前の問題数がこの７年間で数多く蓄積された
ので、２０２４年（１月）からは２倍の一人２００問で実施さ
れる。トライアルにおいて極端に点数が低い或いは高
い問題は不適問題として除去され、適切な試験問題を
プールする作業が精選分科会において行われている。
精選分科会は全ての科目にあるので、全国の教員が多
数参画する作業となっている。
この試験問題を１７大学の学生が受験するが、各大学
がその成績を用いて、学科会議や教授会等で合否判定
するという建前である。合格基準は６０％以上である。
これまでの試験結果を以下の表１に記載する。第１
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回は日本大学が参加できず、第６回から岡山理科大学
が加わった。基準点到達率はどの大学においてもほぼ
全員となっており、問題が易しいのではないかと疑念
を抱かれている方も多いと思われる。実は、これら受
験生は４年或いは５年に進級するまでの間に、定期試
験によって篩に掛けられた集団である。留年率は近年
高止まり傾向にあり、ストレートの共用試験受験者割
合は入学時の８～９割である。更に、６年末の国家試
験によって振り落とされるので、獣医師国家試験のス
トレート合格率は８割あるか？というのが現実である。
少子化の影響が確実に及んでいる。
尚、CBT問題は非公開であり、受験生が問題を記憶
し、過去問として残す事或いは予想問題とすることな
どは不正行為として厳しく対処される。言い忘れたが、
基準点到達率は再試験合格者も含まれるので、ほぼ全
員となっている。

４．３　vetOSCE
OSCEとは「Objective Structured Clinical Exami-

nation」の頭文字を取ったもので、「客観的臨床能力試
験」と訳される。ペーパーテストによる試験ではなく、
判断力・技術力・マナーなど実際の現場で必要とされ
る臨床技能の習得を評価する試験である。
vetOSCEでは、医療面接、伴侶動物身体検査、産業

動物身体検査及び外科基本手技（皮膚縫合・無菌操作）
の４つの領域の実技試験が設定されている。４つのス
テーションを設置し、学生の実技は外部（学外）評価
者（医療面接のみ）と内部（学内）評価者の２名体制
で評価される。
医療面接は、受験者が標準クライアント（模擬患者）

に対し、医療面接を実施する過程を外部・内部評価者
によって点数で判定される。伴侶動物身体検査は、受
験者が試験官から身体検査の課題を提示され、イヌ或
いはネコのぬいぐるみを使ってその検査を実施するも
ので、２名の内部評価者によって判定される。産業動
物身体検査も、受験者が試験官から課題を提示され、
子牛の模型を使って、その検査を実施するところを２
名の内部評価者から採点される。外科基本手技は、受
験者が試験官から皮膚縫合・無菌操作の課題を提示さ
れ、その実技を２名の内部評価者から採点される。
OSCEも少数ではあるが不合格者が出るので再試験を
実施している。
これらの実技試験では、各ステーションの組み立て

が必要であり、試験実施時間も長い。特に受験者（定

員）の多い私立大学では、同じ課題でも複数のステー
ションが必要であり、多くの教職員の協力を得て実施
される一大事業である。学生は事前に類似した課題を
スキルスラボ（臨床技術習得のためのトレーニング施
設）等で実地訓練する。OSCE試験は、４つがそれぞ
れに採点され、全てをクリアしなければ合格とならな
い。これまでのOSCE試験結果を表１に記載した。

４．４　共用試験合格者の参加型臨床実習と体験
　 型家畜衛生・公衆衛生実習
共用試験に合格した獣医学科５年以上の学生（Stu-

dent Doctor）は参加型臨床実習ができる。参加型臨床
実習は、獣医師法第１７条に違反した行為であるが、法
的にその違法性を阻却するための手順を踏んだ、教育
的価値が高い実習である。その学生が臨床現場で実習
する際には、支援機構が発行する合格証（Student 
Doctorの身分証）と各大学の学生証（顔写真入り）を
ホルダーに入れて、診療を担当する動物の所有者に提
示することとなっている。
実施出来る診療行為は、農林水産省消費・安全局畜
水産安全管理課長からの通知（２０１０）に医療行為の侵
襲度がカテゴリー別に記載されており、それに沿って
作成された各大学の参加型臨床実習ガイドラインに従
うことになる。このように、共用試験合格者は獣医療
行為を獣医師の指導の元に臨床実習として経験するこ
とが可能となった。
Student Doctorは基本、各大学の付属動物病院での

実習となるが、学生数が多い大学では、大・小動物臨
床実習を外部機関（動物病院、農業共済組合診療所等）
に依頼する。その際、先のガイドラインに記載されて
いる指導獣医師の資格（経験年数等）、動物病院の規模
（獣医師数等）によって大学が事前に協力依頼と指導内
容に関する研修会等を実施することになっている。単
位認定を伴うので、指導獣医師に非常勤講師を発令す
る大学もある。
欧米の獣医学教育においては、最終学年に付属動物
病院などを利用して担当獣医師と一緒に Teaching 
Hospitalの各診療科のローテーションが行われている。
このような欧米の獣医臨床実習と類似した実習体制に
近づいたが、実習時間はまだ１ － ２診療科の実習と少な
く、欧米の水準に到達するまでには、もう暫く時間が
必要であろう。この原因は、欧米と比較して教育資源、
とりわけ施設や人員に大きな格差が存在すること、ま
たこれを解決する方策が「獣医療法」に規定されてい
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ないからである。
小動物臨床・産業動物臨床における参加型臨床実習

と両輪とされるのが家畜衛生・公衆衛生領域の実習で
ある。獣医学教育支援機構では、「体験型家畜衛生・公
衆衛生実習」のプログラムを提供するNOSAI・自治
体等の関係機関との仲介役も担っている。「体験型家
畜衛生・公衆衛生実習」とは、共用試験合格の獣医学
生に、家畜衛生分野及び公衆衛生分野における獣医師
の業務を体験してもらうことにより、家畜衛生分野及
び公衆衛生分野の最前線で活躍できる高度な実践力を
備えた獣医師の養成を推進するとともに、獣医学生が
公務員獣医師の業務の体験を通じて、獣医師という資
格の意義・重要性・社会的な役割及び獣医師の職域に
対する理解を深めることを目的とした実習であり、多
くの関係機関のご尽力によって展開されている。

５．獣医学教育支援機構
獣医学共用試験の実施母体は「獣医学共用試験セン

ター」である。これは「特定非営利活動法人・獣医系
大学間獣医学教育支援機構」（２０１５年６月１７日に法人設
置認証、髙井理事長）にあり、獣医学教育支援の内訳
は定款第５条に記載された事業内容の通りである。
支援機構は１７大学からの理事で構成される理事会で
毎年の事業計画、予算と決算が承認され、大学からの
会費と負担金及び共用試験の受験料で、事業が運営さ
れている 6)。運営は宮田事務局長と３名の職員による。
主たる事業内容は共用試験の実施であるが、それ以外
にも全獣協の準備、更には獣医学科学生の学外実習の
支援を行っている。表２に示すように、現在、事業年
度は１０期に入り、２００９年の事業立ち上げから１５年が経
過した。

６．獣医師の就業状況 －２００６年、２０１２年、２０２０年
の比較－
獣医師法第２２条に基づく獣医師の就業状況の届出に
よると２０２０年は届出数４万２５１人で、小動物診療１６，２０３
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人、産業動物診療４，４０２人、公務員９，４１８人、その他５，８３２
人、従事しない者４，３９６人となっている。一方で診療対
象動物の数は、ペットフード協会による２０２２年の実態
調査によると愛がん動物が１，５８９万頭（犬猫のみ）、
２０２３年の農林畜産統計によると家畜は牛が３９８万５千
頭となっている。
表３で獣医師の就業状況を、２００６年を基準として４７

都道府県別に、２０１２年と２０２０年で比較した。産業動物
診療（農業組合・個人）、公務員（農林水産・公衆衛
生）の２０１２年と２０２０年の従事者数は半数以上の自治体
で減少した。公衆衛生獣医師の減少の原因は、中核都
市制度によって県の所管であった保健所と食肉衛生検
査所が、全国６０市において市に業務移転され、市町村
の獣医師に異動したことによる。
一方、小動物臨床の従事者数はほぼ全ての自治体で

飛躍的に増加した。例外的に減少した県は、東日本大
震災の影響での福島県、人口減少によると推察するの
は鳥取県であるが静岡県の減少の理由は分からない。
表４に２００６年、２０１２年、２０２０年での地域別の獣医師

数を纏めた。獣医師は毎年約千名の増加があり、全て
の地域で絶対数は増加しているが増加率には地域差が
認められた。関東圏の増加率は、全体の１０８％及び１０６％
に比べて際立っていた。関東の増加原因は新卒獣医師
が小動物臨床獣医師として関東に集中していることに
ある。一方、東北と東海では２０２０年に減少が認められ
た。
表５に小動物臨床従事者の増加数と犬の飼育頭数を

纏めた。従事者数は東京、千葉、神奈川、埼玉に集中
して増加している。その次が、大阪、愛知、福岡であ
る。その増加数は犬の飼育頭数に相関していた。増加
数にも地域格差があり、１４年間（２００６年から２０２０年）
に一桁の増加或いは減少が８県あり、半数が２０名以下
の増加となっていた。

７．獣医師の将来 －偏在と不足－
４７都道府県のデータ解析から、地方における公務員
獣医師と産業動物獣医師は慢性的に定員が充足しない
状況が続いている。採用年齢制限の引き上げと定年退
職者の嘱託雇用がその対応策であるが、慢性的不足は
極めて深刻な状況にある。
一方、小動物臨床獣医師は、新卒者の都市圏集中傾
向が収まっていない。一方で、増加数が一桁の県も８
県あり、将来的には地方都市の小動物臨床医も公務
員・産業動物獣医師と同様に不足すると予想される。
新卒者の離職率も極めて高い。ミスマッチと本人の
適性の問題であるが、それによって、公務員獣医師か
ら小動物獣医師、小動物獣医師から公務員獣医師への
職種変更がそれなりの数に至っている。
それでは、何故、このような慢性的な不足と、都市
圏の小動物臨床獣医師の増加傾向が続いているのかを
考察したい。
１９９０年代以降の愛がん動物飼育頭数の増加が小動物
臨床領域の拡大となり、動物のお医者さんなどの漫画
やテレビドラマが起爆剤となり、子供たちの将来の夢
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となり、獣医学科の志願者数が増加した。第二次ベ
ビーブームとも重なり、獣医学科は難易度が極めて高
い人気学科となってしまった。更に、１９８７年にわが国
でもイベルメクチンがフィラリア予防薬として利用可
能となり、犬の寿命が飛躍的に増加し、結果的に愛が
ん動物の飼育頭数も増加した。獣医学科の志望動機は、
５０年以上前は、家畜を対象にした産業動物獣医師で
あった。しかし、近年は身近に家畜がおらず、家庭内
の愛がん動物の飼育経験が動機となって志願者が増加
した。
結果的に、地方の産業動物獣医師を目指す志願者は

減少するという構図が生まれた。さらに、２０００年以降
は地方出身者も小動物臨床を目指す学生が飛躍的に増
え、とどのつまり産業動物臨床獣医師を志す入学者は
希有な存在となった。
２０００年或いは２０１０年の口蹄疫、BSE、鳥インフルエ
ンザなどのパンデミックが発生すると、テレビの報道
番組でも獣医師の存在を取り上げ、大変な仕事である
との認識と獣医師の認知度が上がった。公務員獣医師

や研究者を目指す受験生が増えたが、残念ながら一過
性であった。
私立獣医科大学協会 1)の５大学の入試データでは、

４７都道府県の志願者・合格者・入学者数はその自治体
の人口にほぼ比例する。しかし、私立５大学の２０１６年
から２２年までの４７都道府県別の就職者数の分布を解析
すると、表６に示すように、新卒者の就職先は人口比
で４７都道府県に分布するのではなく、極めて歪な都市
圏集中が見えてくる。尚、これは私立５大学の７年間
の平均卒業生６０９人のデータであり、国公立１１大学を
加えた約千人の分布ではない。

８．終わりに
国際水準の獣医学教育と実践的獣医師養成を目指す
獣医学教育改革の活動を紹介した。６年制獣医学教育
の始まりも一つの切っ掛けとなって、獣医師の地域偏
在と特定の職種の慢性的不足がわが国の獣医療が直面
する課題となっている。新卒獣医師の就職に関する傾
向は小動物臨床と都市圏への集中である。全国自治体
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において食品衛生・環境衛生等の領域には一定数の獣
医師の配置が必要である。しかし、出口誘導という消
極的な対策しかできない現行の獣医療法には限界があ
る。根本的対策が必要な時期はすぎているが、このま
までは更にまずい。
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